
▋事業目的

▋事業内容
【１】国⇒中間支援法人
■子ども食堂等の事業者を対象として広域的に
支援を行う中間支援団体を公募し、選考委
員会を開催した上で対象事業者を決定。

【２】中間支援法人⇒子ども食堂等
■子ども食堂等から申請を受け付け、選考委員
会を開催し助成対象事業者を決定。事業
実施に必要な費用を助成（上限額を設定）。

■助成対象事業者の活動状況について確認を
行い、必要に応じて、活動内容等に対して
アドバイスを行う。

■事業の実施結果について報告を求め、適正な
執行が行われたかの確認を行う。

【３】子ども食堂等⇒ひとり親家庭等の子ども
■ひとり親世帯等の子どもに食事、学用品、生
活必需品の提供等を行う。

ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業
令和４年度予算額：１５億円（令和３年度からの繰越額）

⑤選定

▋支援の流れ

国

中間支援法人

①公募 ②申請 ③補助

子ども食堂 宅食 フード
パントリー

実施主体

■中間支援法人：各地域に
おいて子ども食堂、子ども宅食、
フードパントリー等の子ども等への
支援事業を実施している団体を
支援している民間団体

地域の困窮する子ども

■広域的な支援団体からノウハウ
の提供を受けることが可能

■地域の実情に応じた柔軟な事
業実施形態

■「中間支援法人」を活用す
ることで生活に困窮する子
どもに迅速に支援を届ける
ことが可能

■子ども食堂等１か所当たりの
助成上限額を設定④申請 ⑥補助・委託

■実施主体：民間団体

■補 助 率 ：定額

⑦食事、学用品、生活必需品の提供等

コロナ禍において物価高騰等に直面し、困窮するひとり親家庭を始めとする要支援世帯の子ども等を対象とし
た、子ども食堂、子ども宅食、フードパントリー等を実施する事業者を対象として広域的に運営支援、物資支援
等を行う民間団体の取組を支援し、子どもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行う。
※支援内容を食事提供のみならず、学用品・生活必需品の提供などに拡大・強化


